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　「個別の教育支援計画」を作成すると、本人や保護者のニーズ、学校での指導・

支援辱を円滑に引継くことができます。そのうえ、関係機関（教育相談センター・医

療機関・発達障害者支援センター辱）とのネットワーうも構築できます。学校が保護

者とともに、特別な支援を継続的に必要としている子供たちのために、「個別の教脅‘支

援計画」を作成していきましょう。

●｢個別の教育支援計画｣の作成･活用のステップ

スデッブ１気付き（中学校の例）

　　　　憬贋者

｢宿題に笑中できません｣

栖1支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀＪ｀

複数の先生から相談があります」

ステップ２保謹書との共通理解
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ステップ３「個別の教育支援計画jの作成

’ ● Ｓ

一　教科担任　--

　｢授業９、友達と

トラブルになりま７｣

　　養護教諭

｢保健窒へよく采ます｣

　　　　　担　任　　　　｀

｢特定の教科力哩濤しません｣

　スクールカウンセラー

｢一人でいることが多いです｣

校内委員会での検討

jl涯iど|

　関係機関の方と特別な支援が必要な児

童・生徒の情報を交換、共而する会誦を

支援会議と呼びまl｀。

個別の教育支援計画」の作成

ステヅプ４　支援の実施

ステップ５　評価・見直し

支援会謹「個別の教賢支援計画」の評価・改茜

　　　　　　　　　　　　　　㎜　㎜　㎜　㎜　ご　　　　　　㎜　　　　㎜　　　　　㎜　　　　㎜｢個別の款育支援計画｣の修正(必要に応じて)

ステップ６引継ぎ
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　小学校に就学する前の機関からの引継ぎや、cp学校からの進路先、高等

字校等からの就労先への引継ぎに「個別の教育支援計画」が役立ちます。

●幼稚圃l・保育所等

●小学校

●中学校
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　就学前においても、保・者や関係機関と連携した支援が必要

です、保護者の承諾を得て関係機関と連携し、「個別の教育支

援計画」を作成・活用することで、一人一人の教育ニーズに応

じた支援の充実を図ることができます。

※保育所では「個別の支援計画」を作成することになります。

就学前機関から小学校への移行支援

　小学校へのスムーズな移行を図るためには、就学前機関との引継き'が大切にな

ります。l個別の教育支援計画｣の作成や活用をとおして、幼稚園]等での活動の輝

子、成長の記録、発達の状況、相談機関、支援機間等を把握すること力できます。

ﾉ】UjliS11】･LIZ141万FI

　『個別の教育支援計画』は、卒業時に保護者の承諾のもとに

進路先へ引継ぐと、一貫した支援の継続と円滑な移行を図ること

ができます。進路先が決定した時点で、できるだけ早い時期に

引継ぐことで、新しい生洒への準備ができまず。
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小学校から中学校への移行支援　　　　　　
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　｢個別の教育支援計画。は、保護ｌの積極的な参画を促し、保－者のき見を十

分;こilいて作成します。小学校から中学校への引継ぎのシステムを明碍にし、一

貫した支援が行なわれるようにします。

中学校から高等学校への移行支援

　高等学校段階では、発達障害等によるつまずきや、失敗の練り返しで、自分に

自信がもてないでいる生徒が少なからず見受けられます。中学校から高専孝枝へ

の釣確かつ迅速な引継ぎにより、高等学校においても必要な支援が行われるよう

になります。

※就労先への移行支援は「個別移行支援計画」として活用しｉｙ。
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　｢個別の教育支援計画｣の作成にあたり、

よくある｣翼問にお答えします、

　校畏は､｢個別の教冑支援計扁｣の作成に､どのようにかかわれぱよいですｶヽ?

　｢個別の教育支援計画｣は､校長の責任において作成します｡｢特別支援教育の推進について(通知j(平成

i9年4月1日付文部科学害)でQ:､F校長の責務｣とじこ､特別支援教育の実施の責任者は校長であり､校長

の貫任のもとで､特別i:援教育の体制の一価等を行うことが明紀されています。

　｢個別の教育支援計漏｣の作喩にあたり､保顕癩の同輩が必要ですか?

　作成には保護者の祠意力泌要です､特別支援教育において､保匯者は重要な支援者の一人ですので､｢個別

の教育支援計画jの作成には保護者の参加が原則となります｡もし参加できない場合は､情報を共有化する

ことが大切で肌保護桶の同意が徊られl､｢個別の教育支援計画jが作成できない場合でも､子供への支援

の検討は必要で肌

　支援会議は､子供らにっ･いて開催するのですか？

　フメ~rり､､について開催することｶー本ですi関係機関の参加が難しい場合には､保護者を通じ･C同き取りを

行うなど､関係機関の実情に応じて工夫じこ問催ずること=IE.できまｔ

　｢個別の教育支援計漏｣の保存方法と保存期間はどのようになっていますか?

　｢個別の教育支援計画｣は､必要なときにすぐに見られるよう､職厩室の施錠できるロッカー等に保存して

ください｡保存期間は5年間を原則とします｡学校における軟同課程届､年間指導計画の保存期間と同様に

お願いしま肌

- ■ ■ ■ ■ ■ ■

　就学支援シーﾄと£まどのようなものですか？

　就学支援シートは､就学先か決定した後に、家庭や幼穆圓・保育所､原両機関等における子供の樟子や指

導又は保育などの操子を小学板等に引継ぎ､特別な支援を必要とする子供の就学後の学校生活をより安足

したものにじiこいくために作成するものですi
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東京都教育委員会のホームページから検索できます。http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/

　東京都似司委員会ホームページを検索し、「学校」欄にある「Ｃ特別支援」を選択してください、下記の資料を

遍ぶと、間遍した情報が得られまｉ。

(i)東京都の特別支援教育について

(i)学習降苔に関する指導爾利

ｅ個別指導計画

@特別な支援を必要としている子供たちのために

＠高等学校における特別支援教育の推進
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